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平成30年度 国民健康保険料率

区 分 算 定 基 礎 医 療 分 後期高齢者
支援金分 介 護 分

所得割
平成29年中の
基準総所得金
額に対して

7.98％ 2.69％ 2.32％

均等割 被保険者
1人あたり 27,311円 9,178円 17,062円

平等割 1世帯あたり 29,668円 9,970円 ー

賦課限度額 54万円 19万円 16万円

平
成
30
年
度 

国
民
健
康
保
険

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

　

今
年
度
か
ら
都
道
府
県
と
市
町
村

が
と
も
に
保
険
者
と
な
り
、
都
道
府

県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
る

こ
と
で
、
安
定
的
な
財
政
運
営
や
効

率
的
な
事
業
運
営
に
お
い
て
、
中
心

的
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
保
険
料
率
は
府
内
で
同

じ
世
帯
構
成
・
所
得
水
準
で
あ
れ
ば

同
じ
保
険
料
と
な
る
よ
う
、
府
が
統

一
し
た
市
町
村
標
準
保
険
料
率
と
な

り
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

の
料
率
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

【
介
護
分
保
険
料
】

　

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
は
介
護

保
険
第
２
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介

護
分
保
険
料
が
あ
わ
せ
て
賦
課
さ
れ

ま
す
。

※
６
月
以
降
に
40
歳
に
到
達
す
る
人

は
、
40
歳
到
達
月
の
翌
月
に
介
護
分

保
険
料
が
加
算
さ
れ
、
納
付
す
る
保

険
料
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

来
年
３
月
ま
で
に
65
歳
に
到
達
す

る
場
合
は
、
到
達
月
の
前
月
ま
で
の

介
護
分
保
険
料
を
10
回
の
納
期
に
分

割
し
納
付
通
知
書
に
含
め
て
い
ま
す
。

■
低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る経

過
措
置

　

平
成
29
年
度
の
保
険
料
率
と
比
較

す
る
と
、
標
準
保
険
料
率
は
所
得
割

率
が
減
少
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

均
等
割
・
平
等
割
額
が
増
額
と
な
っ

て
お
り
、
全
体
的
に
保
険
料
負
担
が

増
加
す
る
低
所
得
者
世
帯
に
対
し

て
、
急
激
な
保
険
料
負
担
の
増
加
を

抑
制
す
る
た
め
本
市
独
自
の
経
過
措

置
減
免
を
実
施
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
当
初
納
付
通
知
書
に
同

封
の
「
泉
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
料

に
つ
い
て
」
の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
納
付
通
知
書
を
６
月
中
旬
に
送
付

【
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）】

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合

は
、
原
則
と
し
て
世
帯
主
の
年
金
か

ら
保
険
料
を
天
引
き
し
ま
す
。

対
象
条
件

●
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
今
年
度
中
に
75
歳
に
到
達
し
な
い

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
全
員
65

歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
で
あ
る

●
世
帯
主
（
納
付
義
務
者
）
の
特
別

徴
収
対
象
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
国
民
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険

料
の
合
算
額
が
特
別
徴
収
対
象
年
金

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
年
金
の
合
計
が
年
額
18
万
円

以
上
で
も
特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
徴
収

対
象
で
も
介
護
保
険
料
の
決
定
に
よ

り
、
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
普
通
徴
収
】

　

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
ま

す
。
納
期
は
６
月
〜
翌
年
３
月
の
各

月
（
全
10
回
）
で
す
。
全
納
と
各
期

別
の
納
付
書
（
単
票
式
）
を
納
付
通

知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。
納
付
前

に
全
納
分
か
各
期
分
か
を
確
認
し
、

必
ず
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
場
合

は
、
指
定
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

国
保
若
年
者
基
本
健
診

実
施
日　

８
月
19
日
㈰
・
20
日
㈪

受
付
時
間

●
午
前
９
時
〜
９
時
20
分

●
午
前
９
時
30
分
〜
９
時
50
分

●
午
前
10
時
〜
10
時
20
分

●
午
前
10
時
30
分
〜
10
時
50
分

●
午
前
11
時
〜
11
時
20
分

場
所　

健
診
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
本
庁
舎
南
側
）

対
象　

15
歳
以
上
40
歳
未
満
の
泉
佐

野
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

定
員　

各
30
人
（
先
着
順
）

自
己
負
担
金　

１
，
０
０
０
円

申
込　
６
月
26
日
㈫
以
降
（
日
曜
・
祝

日
除
く
）
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７

時
に
電
話
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
㈱
ア
イ
・
エ
ヌ
・
ジ
ー
・
ド
ッ
ト
コ

ム
（

０
１
２
０・
６
１
１・
０
０
７ 

https://izum
isano-sanokenko

navi.secure.forse.com
/ 

「
さ
の

健
康
な
び
」
で
検
索
）
へ

※
申
込
後
の
変
更
・
キ
ャ
ン
セ
ル
の

場
合
も
右
記
へ

広　

告

広　

告
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国
民
健
康
保
険
料
の
納
付

■
納
付
は
必
ず
納
期
限
内
に

　

保
険
料
の
納
付
が
納
期
限
を
過
ぎ

る
と
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
を
あ

わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平

を
保
つ
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
滞
納

し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
・
預

貯
金
・
給
料
な
ど
）
を
調
査
し
、
差

し
押
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
保
険

料
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

保
険
料
を
年
金
か
ら
差
し
引
い
て

納
付
し
て
い
る
人
以
外
は
、
原
則
、

口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料

の
納
付
は
、
残
高
確
認
を
し
て
お
け

ば
納
付
時
に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

必
要
が
な
く
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
還
付
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
口
座
へ
の
振
込
で
還

付
し
ま
す
の
で
、
還
付
の
た
び
に
申

請
や
来
庁
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
保
年
金
課
窓
口
で
は
、
専
用
端

末
機
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し

暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口

座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。（
大

阪
泉
州
農
業
協
同
組
合
、
近
畿
労
働

金
庫
は
除
く
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
カ
ー
ド

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
料
が

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
す

　

バ
ー
コ
ー
ド
付
の
納
付
書
で
あ
れ

ば
、
納
付
書
裏
面
に
記
載
し
た
コ
ン

ビ
ニ
で
、
曜
日
や
時
間
を
気
に
せ
ず

に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
次
の
よ
う
な
納
付
書
は

コ
ン
ビ
ニ
で
利
用
で
き
ま
せ
ん
】

●
バ
ー
コ
ー
ド
が
無
い

●
金
額
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

●
傷
み
や
汚
れ
な
ど
で
バ
ー
コ
ー
ド

が
読
み
取
れ
な
い

●
1
枚
の
金
額
が
30
万
円
を
超
え
て

い
る

※
こ
れ
ら
の
納
付
書
で
納
め
る
場
合

は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
市
役
所

の
窓
口
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
納
付
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

特
別
な
事
情
で
納
期
限
内
に
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、
早
め

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
次
の
事
由

に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
減
免
事
由
（
府
内
統
一
基
準
）】

①
災
害
に
よ
り
居
住
す
る
住
宅
に
つ

い
て
著
し
い
損
害
を
う
け
た
と
き

国民年金の任意加入
　日本に住む20歳以上60歳未満の人（60歳未満の老齢・退職年金の受給権者除く）は、国民年金に加入し保
険料を40年間納めることで満額の老齢基礎年金を65歳から受給できます。
　しかし、国民年金に加入しなかった期間・保険料を納め忘れた期間・免除された期間があるために、満額の
老齢基礎年金（平成30年度779,300円）を受けることができない人や、年金を受けるための必要な期間（＊）
を満たしていない人で、次のいずれかに該当する場合は申請日から任意加入することができます。
①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人　※老齢基礎年金の「繰上げ支給」を受けている人は除く
②60歳未満の老齢（退職）年金受給者
③海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
④日本国内に住んでいる65歳以上70歳未満の人
⑤海外に住んでいる65歳以上70歳未満の日本人
※④⑤については昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢（退職）年金を受
けるために必要な期間を満たしていない人に限る
必要なもの　マイナンバーカード（通知カード）または年金手帳（基礎年
金番号通知書）、預貯金通帳と届出印（任意加入時の保険料の納付方法は
原則口座振替）
※戸籍謄本などが必要な場合もあります。詳しくは問い合わせてください。
問合先　国保年金課

（＊）必要な期間…保険料を納めた期間
と免除（一部免除は納付期間）された
期間を合計して原則10年以上

②
事
業
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
に
よ

り
、
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

※
減
少
後
の
所
得
に
基
づ
き
算
出
さ

れ
る
保
険
料
額
が
、
賦
課
限
度
額
を

超
え
て
い
る
場
合
を
除
く

③
被
保
険
者
が
刑
事
施
設
、
労
役
場

な
ど
の
施
設
に
拘
禁
さ
れ
た
と
き

④
被
保
険
者
の
資
格
取
得
日
に
お
い

て
65
歳
以
上
の
人
で
、
資
格
取
得
前

日
に
各
被
用
者
保
険
な
ど
の
被
保
険

者
（
当
該
資
格
を
取
得
し
た
日
に
お

い
て
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

と
な
っ
た
人
に
限
る
）
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
人
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